
それでは、令和3年4月から開始する、吹田市高齢者安心・自信サポート事業の運
用ルールの変更について御説明いたします。

1



当初予定していた運用ルールを一部変更して開始しますので御注意ください。



これまで通り原則は月額報酬を使用します。

日割報酬は月額報酬が適用されている場合で月途中で契約締結もしくは契約解
除があった時に適用されます。

よって、1回算定報酬が適用となっていれば、日割報酬が適用されることはありま
せん。

通所型入浴サポートサービスはこれまで通り1回算定報酬が原則となります。

通所型入浴サポートサービスと通所型サポートサービスを併用する場合は、通所
型サポートサービスも1回算定報酬を使用します。これも今までと変わりありませ
ん。



令和3年4月から1回算定報酬を導入します。

ただし、限られた条件下においてのみ導入します。

その条件とは、当該月内の利用回数が規定回数未満の利用であることがあらかじ
め決まっている場合です。

つまり、毎週必ず規定の回数を利用することが決まっていないということです。

具体的にはこれから例示します。



それでは、1回算定報酬を使用する具体例を提示します。



同じ日に二人が連続で利用するということではありません。

どちらかの分だけを、隔週で利用するということです。

例では夫が第1、3、5週目で妻が第2、4週目の隔週利用となっていますが、例えば
夫が第1、2、3週目で妻が第4、5週目という場合でも同様です。

つまり、同じ人が毎週規定回数を利用しないことがあらかじめ決まっているという
場合を想定しています。

ケアプランの支援計画の欄に以下のようにその旨を記載しておく必要があります。

（例）

・基本的に、同居の妻（夫）と按分して利用するため、隔週での訪問型サポートサ
ービスの利用となる。

・基本的に、同居の子の障がいサービス（訪問介護）と按分して訪問型サポートサ
ービスを利用するため、月半分の利用となる。

等
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例1は夫婦ともにあらかじめ毎週利用しないことがケアプランに位置付けられてい
るため、1回算定報酬となります。

夫と妻でそれぞれ利用回数に応じて請求してください。

ただし、サービスを追加して月4回を超える（月5回以上となる）と月額報酬となりま
すので、その場合は超えた一人あたり1172単位（加算含まず）となります。
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要支援1の方が、通所型サービスと地域の集いの場を隔週で計2回ずつ利用する
とします。

例ではサービスが第1、3週目となっていますが、例えば第1、2週目という場合でも
同様です。

先程と同様、毎週規定回数を利用しないことがあらかじめ決まっているという場合
を想定しています。

これもあらかじめケアプランの支援計画の欄に以下のようにその旨を記載しておく
必要があります。

（例）

・基本的に、集いの場にも併用して通うため、隔週での通所型サポートサービスの
利用となる。

・基本的に、通院が月末の同じ曜日に入るため、月前半だけの通所型サポートサ
ービスの利用となる。

等

9



例2もあらかじめ毎週利用しないことがケアプランに位置付けられているため、1回
算定報酬となります。

ただし、サービスを追加して月4回を超える（月5回以上となる）と月額報酬となりま
すので、その場合は1655単位（加算含まず）となります。
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週2回利用が月途中まで、残りは家族の支援が入るため週1回の利用でよいという
場合。

例では週2回利用が第1、2週目で第3、4週目は家族の支援があるため週1回利用
となっていますが、週が入れ替わった場合でも同様です。

先程と同様、毎週2回という規定の回数を毎週利用しないことがあらかじめ決まっ
ているという場合を想定しています。

これもあらかじめケアプランの支援計画の欄に以下のようにその旨を記載しておく
必要があります。

（例）

・基本的に、月の後半は家族の支援があるため、月の前半のみ訪問型サポートサ
ービスを利用する。等
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例3もあらかじめ毎週2回利用しないことがプランに位置付けられているため、1回
算定報酬となります。

1回あたりの単位については、週2回利用の計画であるため、サービスコードも週2
回利用の1回算定報酬271単位（加算含まず）を使用してください。

12



次は、1回算定報酬を使用することに伴って、介護保険法に基づく支援、もしくは、

障害者総合支援法に基づく支援のいずれかを選別して調整する必要があるかもし
れない例です。



視覚障がいのみならず、精神疾患等による障がいのため通院時の支援が必要な
場合を想定します。

通院時のみの利用であることから毎週利用しないことがあらかじめ決まっているた
め、1回算定報酬となります。

これもあらかじめケアプランの支援計画の欄に以下のようにその旨を記載しておく
必要があります。

（例）

・基本的に、通院時のみの訪問型サポートサービスの利用となる。等
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訪問型サポートサービスの提供時間の明確な決まりは定められていませんが、45
分から60分が目安です。

よって、アセスメントの結果、その目安を超えたサービスの提供時間が必要という
ことであれば、高齢者安心・自信サポート事業での提供は難しいということになり
ます。

その場合は介護認定の区分変更申請、もしくは、障がいサービスの利用を検討し
ていただくことになります。
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障害者総合支援法に基づく障がいサービスの個別の御相談については、障がい
福祉室（基幹相談）まで御連絡ください。
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サービス開始時に終了のイメージを利用者を含んだ関係者全員で共有しておくこ
とが大前提です。

そして、支援終了に向けてはケアマネジャーだけの見立てではなく、全ての支援関
係者が意見交換した上で、利用者を含んだ関係者全員でサービス終了の合意形
成を図ることが必要です。
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利用者がサービスに頼らない生活を取り戻すために、定期開催されている自立支
援型ケアマネジメント会議に事例提供したり、市の専門職の助言を受ける訪問型
短期集中サポートサービスを積極的に活用したりすることで、アセスメントに役立
ててください。
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上記のルールから、1回算定報酬が適用となっていれば、日割報酬が適用される
ことはありません。



週1回程度利用の方が、通所型サポートサービスを月2回、通所型入浴サポートサ
ービスを月3回利用したとします。
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通所型サービスを併用する場合、それぞれ4回の利用までは1回算定報酬となりま
すので、

通所型サポートサービスが

380単位×2回＝760単位

通所型入浴サポートサービスが

329単位×3回＝987単位となり、

合計 1747単位となります。

しかし、併用の場合は通所型サポートサービスの月額報酬の上限（ここでは週1回
程度利用の上限である1655単位）を超えてはいけないルールがありますので、い
ずれかを減らして調整しなければなりません。

加算等ある場合は、その上限枠とは別途算定してください。
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6日に通所型サポートサービス及び通所型入浴サポートサービスの事業所と契約
し、通所型サポートサービスを月1回、通所型入浴サポートサービスを月2回利用
したとします。

この場合、日割報酬は適用となるのでしょうか？
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日割報酬が適用となるのは月額報酬が算定されている場合のみとなります。
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よって、通所型サポートサービスが

380単位×1回＝380単位、

通所型入浴サポートサービスが

329単位×2回＝658単位となり、

合計 1038単位となります。

加算等ある場合は、その上限枠とは別途算定してください。
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2日に通所型サポートサービス及び通所型入浴サポートサービスの事業所と契約
し、通所型サポートサービスを月4回、通所型入浴サポートサービスを月5回利用
したとします。

この場合、日割報酬は適用となるのでしょうか？
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繰り返しになりますが、日割報酬が適用となるのは月額報酬が算定されている場
合のみです。

例8では、通所型サポートサービスは月4回ですので1回算定報酬となります。

しかし、通所型入浴サポートサービスは月5回ですので、月額報酬となります。

月額報酬であり、かつ、2日の月途中での契約なので、通所型入浴サポートサービ
スは日割報酬の適用となります。
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よって、通所型サポートサービスが

391単位×4回=1564単位、

通所型入所サポートサービスが

(日割)47単位×30日=1410単位となり、

合計2974単位となります。

これは通所型サポートサービスの月額報酬の上限（ここでは週2回程度利用の上
限である3393単位）を超えていませんので、調整する必要はありません。

加算等ある場合は、その上限枠とは別途算定してください。
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吹田市高齢者安心・自信サポート事業では、月途中で契約を締結、または解除す
ると日割報酬が適用となります。

ただし、日割報酬が適用となるのは、月額報酬が算定されている場合のみです。
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繰り返しになりますが、通所型入浴サポートサービスは1回算定報酬が基本であり
、ひと月あたりの利用回数が定数を超えた場合に月額報酬となります。

また、通所型入浴サポートサービスと通所型サポートサービスを併用する場合も
同様です。
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例えば、Ａ事業所で通所型サポートサービスと通所型入浴サポートサービスを併
用して利用すると、介護職員処遇改善加算を二重に請求することになります。

同一事業所でサービス内容をあえて分別する必要性について確認が必要となりま
す。
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20分未満の訪問型独自短時間サービスについては引き続き利用しません。
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現在、吹田市ホームページに掲載している訪問型サービス（独自）のサービスコー
ド表(令和元年10月1日～)は上記のような表示となっています。

この「1回につきの算定単価は使用しません」という枠を外したサービスコード表を
近日中に吹田市ホームページに掲載します。

枠を外すだけで、サービスコード自体はこれまでと何ら変わりありません。

（20分未満の訪問型独自短時間サービスについては引き続き利用しません。）



[御注意ください]

令和元年10月1日からの消費税増税に伴う報酬改定の際に、単位数表マスタイン
タフェース(CSVデータ)には既に1回算定報酬のデータを含めておりますので、

基本的には新たに取り込んでいただく必要はありません。

(誤って1回算定報酬を利用することのないように、伏せていたと御理解ください)
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上記のとおり、既に１回算定報酬のデータは令和元年10月1日から含まれていま
す。



なお、吹田市の75歳以上の高齢者の要支援・要介護認定率は

2016年度末 34.4％

2017年度末 32.1％

2018年度末 32.6％

2019年度末 31.8％

となっており、増加を抑えて維持の傾向にあります。



吹田市ケア倶楽部に、吹田市からのお知らせや重要な連絡を掲載しています。

吹田市ケア倶楽部の活用、閲覧をお願いします。

パスワードの再発行は、随時受け付けておりますので、高齢福祉室支援グループ
まで御連絡ください。
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お問い合わせの際は、御相談内容によって連絡先を御確認ください。
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